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自暴義重量重量言語重量重 怒怒震 劉1
市町や地域住民、ボランティア団体、事業者、学校等との連携による犯罪防止に向けた取組と、発

生した犯罪に対する検挙活動の推進により、県民の皆さんが安全で安心して暮らせる、犯罪の起きに

くい社会が構築されています。また、社会全体で犯罪被害者等に対する支援が行われています。

進展度

〉十〈

(*進展度 A (進んだ)、 B(ある程度進んだ)、 c(あまり進まなかった)、 D(進まなかった)】

-官民挙げての総合的な犯罪対策に取り組んだ結果、~指標の刑法犯認知件数については、第三次

行動計箇最終目標である 7，500件未満を達成できました。

-副指標についても、一部未達成の目標はありましたが、その他の副指標の目標を達成したことか

ら、 F進んだ」と判断しました。

-引き続き、自治体、地域住民、防犯ボランティア団体などさまざまな主体と連携した犯罪妨止に

向けた取締と、重要犯罪や特殊詐欺、サイバ…犯罪等の県民に不安を与える犯罪の徹底検挙を図

ります。

刑法犯認知件数

目標項目
の説明

9，400件未満 8， 200件未満

1. 00 

10， 322件 8， 560 イ牛 7， 410 f牛

上の交通事故に係る業務上(重)過失致死傷を除く。)について、 1
年間に被害の届出や告訴'告発を受理等した件数



「子ども安全 e 安心の癌JI~
600事業所以上 1.300事業所以上

1.00 
認定事業所数

262事業所 1.003事業所 1. 337事業所

~ 
90%以上 90%以上|

重要犯罪の検挙率 1 O. 99 

94. 8% 100% 89.7% 

/〆

機動力の向ム施設の老朽~ 85か所以上 90か所以上

化ー津波浸水への対策を講 1. 00 
じた交番・駐在所数 80か所 89か所 93か所

，〆/

犯罪被害者等支援施策集 1_____________ 

11市町 18市町

を作成した市町数
O. 72 

2市 7市町 13市町

(単位百万円)

①市町や地域住民、ボランティア毘体、事業者、学校等との連携による犯罪対策を推進した結果、令

和3年中の刑法犯認知件数は、戦後最少を更新しました。一方で高齢者等を狙った特殊詐欺被害は

後を絶たず、子供や女性が被害に遭う性犯罪等の重要犯罪が増加するなど、治安情勢は依然として、

予断を許さない状況にあります。

②捜査支援分析諜において、車種推定等の捜査支援分析を 205件実施し、 107件の検挙に繋がりました。

科学捜査研究所の独立庁舎の整備に向けて、計画地の災害予測等の調釜を行い、三重県警察本部科

学捜査研究所棟整備基本計画を策定しました。来日外国人犯罪は、窃盗などの刑法犯を 85人、出入

国管理及び難民認定法違反などの特別法犯を 68人検挙しました。

③紡犯ボランティア団体等の活動を活性化するため、防犯活動用物品の配布、犯罪情報田地域安全情

報の提供等の支援を行うとともに、「子ども安全・安心の庖」認定事業所の拡充を進め、自主防犯活

動の促進に取り組みました。また、少年の犯罪被害等を防止するため、リモー卜形式による防犯教

室等を実施するなど、被害防止広報等を推進しました。引き統き、自主妨犯活動の促進に取り組む

とともに少年等の犯罪被害防止に向けた取組を推進する必要があります。



④スト カ やDV事案、児童虐待等の人身安全関連事案に対しては、組織的対応による加害者の検

挙措置、スト 力 規制法に基づく禁止命令や文書警告などの行政措置、被害者等に対する宿泊費

の一時公費負担等の保護措置を実施しました。引き続き、被害者等の安全確保を最優先に取り組む

必要があります。

⑤サイバー空間の脅威に的確に対処するため、サイバー犯罪の取締りを強化するとともに、関係機関

匡体と連携した広報啓発等の被害防止対策に取り組みました。一方で、サイバー犯罪に関する相談

件数は、平成 29年をピークに減少傾向にありましたが、令和 3年中は増加に転じ、また、圏内では、

ランサムウェア等の不正プログラムによる被害も発生するなど、サイバー空間における脅威は極め

て深刻な情勢が続いていることから、特に最新の情報技術等を懇用したサイバー犯罪の検挙に努め

るとともに、官民一体となった被害防止対策を推進する必要があります。

⑤公共交還機関や大規模商業施設等との合同訓練などを通じ、テロに対する危機意識の共有や事案発

生時における協働対処体制の充実に努めるなど、官民一体の子ロ対策を推進しました。今後、県内

外で大規模行事の開催等も予定されていることから、引き続き、テ口対策を推進する必要がありま

す。

⑦特殊詐欺被害を減少させるため、高齢者等の自宅に対し、警察官の訪問による注意喚起や金融機関、

コンビニエンスストア等と連携した被害防止対策等を行いました。一方で、被害全体に占める高齢

者の割合が 8害iを超えるなど、高齢者を中心とした被害が後を絶たないことから、引き続き、市町

老人クラブ等の関係機関・団体と連携した被害妨止対策に取り組む必要があります。発生した特殊

詐欺には、だまされた振り作戦を行うなどして 37件を検挙するとともに、口座開設詐欺等助長犯罪

45件を検挙しました。薬物犯罪は、覚醒剤取締法違反など 106人を検挙しました。 106人のうち 20

歳代以下は 23人で、大麻事犯が 10人と約半数を占めました。若年層による薬物乱用事業は後を絶

たないことから、引き続き、非行防止教室等による薬物乱用を排除するための広報啓発活動に取り

組む必要があります。

⑧犯罪被害者等のニーズに即した支援が行えるよう、部内カウンセラ によるカウンセリングを積極

的に行ったほか、診断書芸料等の公費負担制度及び犯罪被害給付制度による経済的支援を行いました。

また、市町、みえ犯罪被害者総合支援センタ一等の関係機関・団体と連携した支援を推進しました。

⑨朝日町への交番新設に向けた工事に着手したほか、老朽化した駐在所の建替整備 (7か所)、パトカ

一未配備の駐在所へのパトカーの配備 (3か所)を実施しました。引き続き、老朽化した交番・駐

在所の建替整備やパトカーの配備、装備資機材の充実など、警察活動を支える基盤の強化を行う必

要があります。

⑩地域の防犯活動等をけん引する「安全安心まちづくり地域リーダーJ27名を新たに養成し、地域の

実情に応じた担い手の確保や地域の各主体罰のネットワークづくりに取り組みました。また、市町

防犯取組の現状を把握しつつ、その取組の活性化に向けた具体的な提案を行うため、県内 10ブロッ

クで市町担当者との意見交換会 (25市町参加)を実施しました。今後もさまざまな主体との協倉Ijに

よる安全で安心な三重のまちづくりを総合的に進めるため、市町、関係機関、事業者との緊密な連

携のもと、県民の皆さんの妨犯意識向上を図るとともに、地域の自主的な防犯活動等を促進する必

要があります。
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⑪「三重県犯罪被害者等支援推進計画JIこ基づき、犯罪被害者等支援ハンドブックを活用した研修会

や出荷講"*等により支援体制の充実を図りました。また、三重重県犯罪被害者等見舞金を給付(11件

270万円)し、犯罪被害者に寄り添った支援を提供しました。県内市町でも条例等制定 (27市町)

が進んでいることから、市町の犯罪被害者等支援施策集の作成支援や関係機調との連携強化を通じ

て、総合的な支援体制の整備を進めるとともに、犯罪被害者等に対する県民の皆さんの理解促進を

図っていく必要があります。

[みえ元気プランの関連する施策】

施策3-1 犯罪に強いまちづくり
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(施策3-1 伸一…
【主扱当部局:警察本部】

①大台警察箸は、近い将来に発生が予想される南海トラフ地鷺等の災害発生時、南部地域の災害活動

拠点として、警察活動を迅速かつ的確に展開できるよう建て替えを進める必要があります。また、

尾鷲警察署は、外壁のひび割れが多数存在し、屋上妨水機能が低下するなど、老朽化が著しく、大

規模改修により長寿命化を蜜る必要があります。これらの築年数が経過した警察施設は、施設利用

者にとって利用しやすい状況となっていないことから、その改善に取り組む必要があります。

②犯罪が悪質化・巧妙化し、その早期検挙が重要となる中、裁判員裁判制度が導入されるなど、犯罪

の立誌において客観証拠の重要性が高まり、科学捜査力の充実、鑑定の高度化効率化が求められ

ています。現在、本部庁舎内にある科学捜査研究所の作業スペースは緩めて狭く、狭硲化が過度に

進んでいることから、独立庁舎を整備する必要があります。

③110番通報を適切に受理し、パトカ一等を現場へ急行させるための通信指令システムが、令和4年

度中にリース契約期間満了となるため、システムの更新整備を行う必要があります。

④72か所の交番駐在所が耐用年数を超過し、老朽化が著しい施設もあることから、建替整備等を進

めて地域住民の利便性の向上や施設のセキュリティの強化を図るほか、パトカ が配備されていな

い 24か所の駐在所の機動力を確保するなど、警察活動を支える基盤の強化に取り組む必要があり

ます。

⑤サイバー犯罪に関する相談件数は、令和3年度中は増加に転じ、また、圏内では、ランサムウェア

等の不正プログラムによる被害も発生するなど、サイパ 空間における脅威は極めて深刻な情勢に

あることから、サイバー犯罪の取締を強化するほか、被害防止対策を推進する必要があります。

⑥社会のデジタ J!.-化に向けた機運が急速に高まる中、警察の業務を高度化、効率化するためのシステ

ム開発を行う人材が不足し、開発環境も不十分な状況にあります。このため、警察のデジタル化基

盤の強化に向けて、システム開発を行う人材の育成と開発環境の整備を行う必要があります。

⑦令和3年度中の刑法犯認知件数は、戦後最少を更新しましたが、子供や女性が被害に遭う性犯罪等

の重要犯罪が増加し、高齢者等が被害に遭う特殊詐欺も依然として多く発生していること等から、

引き続き、犯罪防止に向けた取組を推進する必要があります。

⑧自主防犯活動の促進を図るため、防犯ボランティア団体等に対する活動用物品の配布や地域安全情

報の発信等の支援、「子ども安全目安心の庖J認定事業所の拡充等に取り組むとともに、子供の犯罪

被害防止等を目的としてリモート形式による防犯教室等を実施しました。引き続き、自主紡犯活動

を促進するための支援や、子供の犯罪等被害防止に向けた取組を推進する必要があります。

oフ
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⑨ストー力ーやDV事案、児童虐待等の人身安全関連事案に対しては、組織的対応による加害者の検

挙措置、ストー力一規制法に基づく禁止命令や文書警告などの行政措置、被害者等に対する宿泊費

の一時公費負担等の保護措置を実施しました。引き続き、被害者等の安全確保を最優先に取り組む

必要があります。

⑬特殊詐欺被害を減少させるため、高齢者宅lこ対する警察官の訪問による直接的な注意喚起や、金融

機関、コンピニエンスストア等の関係機関と連携した被害防止対策を実施しました。 方で、被害

全体に占める高齢者の割合が8割を超えるなど、特殊詐歎被害が後を絶たない状況にあることから、

引き続き、自治体を始めとした関係機関、高齢者と接する機会の多い各種業界団体等と連携した被

害防止対策に取り組む必要があります。

。安全で安心な三重のまちづくりを推進していくため、市町に加え県民の皆さんや、事業者等との連

携を強化するとともに、地域防犯力の向上に向けて人材育成や意識啓発に継続して取り組む必要が

あります。また、県内市町における犯罪被害者等支援条例の制定等が進みつつある中、総合的な支

援体制のさらなる底上げが求められるとともに、二次被害を防止するため犯罪被害者等に対する県

民の皆さんの理解を 層促進していく必要があります。

l 警察本部 { 

①災害等有事の際の即応体制、災害活動拠点としての機能に配意しつつ、人口減少・高齢化社会に適

応した大台警察署の整備に取り組みます。また、老朽化した尾鷲警察署を大規模改修して長寿命化

を図るとともに、ユニパ サルデザインを取り入れ、来庁者が利用しやすい施設の整備に取り組み

ます。

②DNA型の鑑定や解析を徹密かつ効率的に実施できるよう科学捜査研究所の独立庁舎整備を進め

るほか、必要な捜査資機材を整備し、重要犯罪を始め、県民の皆さんに不安を与える各種犯罪の早

期検挙を図ります。

③さまざまな警察事象に迅速・的確に対応するため、既存の透信指令システムの更新整備にあわせ

て機能強化を図ります。

④老朽化した交番 駐夜所の建て替え、人口増加が著しい朝日町への交番の新設、パトカーの配備

など警察活動を支える慕盤の強化に取り組みます。

⑤サイバー空間の脅威に的確に対処するため、知見を有する学術機関、民間事業者等との連携を一層

強化し、最新の情報技術等を悪用したサイパ犯雰の取締や専門的な捜査員の育成、官民 体とな

った被害防止対策に取り組みます。

⑤警察活動を支える情報システムの維持、充実を図るため、その開発・運用に必要な人材の育成や機

材の整備を図ります。
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⑦高齢者等を狙った特殊詐欺被害や子供や女性が被害に遭う性犯罪等の重要犯罪が増加するなど、治

安情勢は依然として予断を許さない状況にあります。地域の犯罪情勢!こ応じ、警察活動を強化する

とともに、市町や地域住民、防犯ボランティア団体、事業者、学校等と連携し、犯罪防止に向けた

取組を推進します。

⑧防犯ボランティア団体等の活動を活性化するため、防犯活動用物品の記布、犯罪情報-地域安全情

報の提供等の支援を行うとともに、「子ども安全・安心の庖」認定事業所の拡充に取り組みます。ま

た、少年の犯罪被害等を防止するため、リモート形式による防犯教室等に取り組みます。

⑨人身案安全関連事案は、事態が急農開し、重大事件に発展するおそれが大きいことから、組織的対

応を徹底し、加害者の検挙措置や被害者等の保護措置等、被害者の安全確保を最優先とした対応を

徹底します。

⑬特殊詐欺被害全体に占める高齢者の割合が8害IJを超えるなど、高齢者を中心とした被害が後を絶た

ないことから、引き続き、高齢者世帯等への警察官の訪問による注意喚起や市町や老人クラブ、金

融機関等の関係機関・思体と連携した被害防止対策に取り組みます。

j環境生活部 1
@犯罪のない安全で安心なまちづくりを推進するため、市町や県民の皆さん、事業者等と協働しなが

ら地域の自主的な防犯活動等を促進し、地域防犯力の向上を図ります。また、犯罪被害者等の立場

に立った支援が途切れることなく提供されるよう、市町や関係機関等が連携した総合的な支援体制

を整備するとともに、犯罪被害者等への県民の皆さんの理解促進を図ります。

7 



教育警察常任委員4
吋ιh

施策番号 施策名 主担当部局 委員会意見 回答

ロシアドよるウク価ラ格イがナ上侵雰攻しのて影い響るを。受け、小麦
や原油等の資源 こうした資源

え社、各会種情犯勢罪等防の止変に化向による治安への影響をふま
けた取組を推進していきま

価格上昇を起因とする物価上昇が社会不安をもた す。
らし、治安悪化につながることも危煩されることか
ら、治安の確保にあたっては、こうした世界情勢の
潮流にも十分留意しながら取り絡まれたい。

3-1 犯罪に強いまちづくり 警察本部 ロシアLよるウクフイナ侵攻後の世界情勢をふま 有事L備えて、通信機能が維持できるよう引き続 l

え、日本有事の緊急事態においても警察組織として き必要な整備・運用に努めていきます。
情報通信手段を確保することができるよう、通信機
器の適切な整備・運用に努められたい。
自治体等と連携した防犯設備の整備・充実にあ …一一けて自治体等!こ|

たっては、犯罪抑止や犯罪捜査の手段として効果 対し、働き掛けを行うほか、適切，効果的な設置の
が期待される防犯カメラの設置をプライパシーにも 推進に努めていきます。
富E慮しながら推進されたい。

0> 

ヘ



画ヨ

J施第三--時!こ強いまちづくり I 
時霊童富欝麟髄輯轟轟轟輯轟轟轟轟轟轟轟轟輔輔轟轟轟轟麟

(めざす姿)

県民の皆さんが安全で安心して暮らせる、犯罪の起きにくい社会を構築するため、市

町や地域住民、防犯ボランティア団体等との連携による犯罪防止に向けた取組や、県民

の皆さんに不安な与える犯罪の早期検挙、これら警察活動を支える基盤の強化が推進さ

れています。また、犯罪被害者等を支える社会の形成に向けて、犯罪被害者等の立場に

立った適切かっきめ細かな支援が途切れることなく提供されています。

(課題の概要)

子どもや女性が被害に遭う性犯罪や重要犯罪、ストーカー・ DV事案や高齢者等を狙

った特殊詐欺、サイバー犯罪が高止まりするなど、治安情勢は予断を許さない状況にあ

り、犯罪防止の取組と犯罪の早期検挙が求められています。また、「三重県犯罪被害者等

支援条例」に基づき、犯罪被害者等への支援体制を底上げすることが求められています。

翻令和3年中の刑法犯認知件数は 7，410件となり、戦後最少を更新しましたが、子どもや

女性が被害に遭う性犯罪や重要犯罪が増加し、ストーカー 'DV事案や高齢者等を狙っ

た特殊詐欺、サイバー犯罪の棺談件数が高止まりするなど、治安情勢は依然として、予

断を許さない状況にあります。このような情勢において、県民の皆さんが安全で安心し

て暮らぜる社会の実現に向けて、自治体、地域住民、防犯ボランティア団体などさまざ

まな主体と連携した犯罪防止の取組と、重要害犯罪や特殊詐欺、サイバー犯罪等の県民に

不安を与える犯罪の早期検挙を図っていく必要があります。

匝地域の良好な治安を保つためには、防犯ボランティア団体等による自主防犯活動が不可

欠ですが、人口減少や少子高齢化の影響もあり、活動に参加する方遠の高齢化や担い手

不足が深刻な問題となっています。加えて、住民と地域社会との関わりの希薄化も進行

し、地域の実態把握や問題解決活動が一層重要となっています。

・社会のデジタル化によるサイバー空間の拡大、顔画像等による生体認証や電子マネーの

普及といった、社会情勢の変化や制度の変革などによって、犯罪捜査を取り巻く環境も

大きく変容しており、こうした情勢の変化等にも的確に対応するため、先端技術の導入

や装備資機材の充実などが必要となっています。

調 「三重県犯罪被害者等支援条例」をふまえて策定した「三重県犯罪被害者等支援推進計

画j に基づき、支援施策を総合的かつ言十閥的に推進する必要があります。県内市町にお

ける条例制定等の取組も進んできたことから、市町と関係団体、支援団体等との連携を

強化し、総合的な支援体制の底上げが求められるとともに、二次被害等の防止に向け犯

罪被害者等に対する県民の皆さんの理解を促進する必要があります。



差益議顧露..議 慈雲

政策3 暮らしの安全

主担当部局:警察本部

圃基本事業 1 みんなで進める犯罪防止に向けた耳R組の推進

子どもの見守り活動や街頭での各種犯罪の防止に向けて、犯罪情勢に応じた警察活動

を強化するとともに、現役世代の参画による自主防犯活動の活性化支援や、自治体等と

連携した防犯設備の整備・拡充を推進します。また、デジタル化の進展等に伴い増加が

懸念される特殊詐欺やサイバー犯罪を防止するため、リモート形式による防犯教室の拡

充や、新たな情報発信ツールの運用など、県民の皆さんの防犯意識を変革する啓発効果

の高い広報手段の導入にも取り組みます。

阻慕本事業2 犯 罪 の 鞘R検挙のための活動強化

AI等の先端技術や、最新の鑑定・分析機器を導入することにより、捜査支援分析、

科学捜査の強化に取り組み、主主要犯罪をはじめ、暴力団犯罪、窃盗や特殊詐欺を集団で

敢行する組織犯罪、サイバー犯罪など、県民の皆さんに不安を与える犯罪の早期検挙を

図ります。

量基本事業3 警察活動を支える基盤の強化

少子高齢化が進む地域の実情や、社会の変化に適応するため、老朽化した警察施設の

建て替えやパトカーの配備、装備資機材の充実など、警察活動を支える基盤の強化を行

い、効果的な警察活動の推進を図ります。

量基本事業4 犯罪被害者等支援の充実

犯罪被害者等の立場に立った適切な支援が途切れることなく提供されるよう、市町を

はじめとする関係機際等との連携を強化し、総合的な支援体制の整備・底上げに取り組

むとともに、犯罪被害者等の置かれている状況や支援の必要性について、県民の皆さん

の理解促進を図ります。

刑法犯認初件数 7，410件 11 5，000 f牛 11 るく出)について、 1年間に被し害た{の牛
未 満 届 や告訴・告発を受理

数

特殊詐欺認知件数 11 1 10件 11 蓄の届出を受理しげ牛数

11 89.7% 11 
重要犯罪に係る当該年の認知件

重要犯罪の検挙率 数に対する検挙件数の割合

犯罪被害者等支援

11 

1 7 7人| 577 人日11犯強応関さ化罪力係世機被のる(知関研害た識の修者め延、会等技ぺ犯麦こ能職参罪援)員被加体を数害し習V者た得等市充向町の実対よ
従事者数

10 



匿回

1 過去20年間の刑法犯認知件数と増減率

H14 H15 H16 日17 H18 H19 行20 H21 H22 H23 

刑法犯認知件数 47，600 42， 587 38，455 34，457 28， 103 25， 964 25，348 25， 540 23，425 22，215 

増減率 21. 3百 ー10.5百 -9.7幅 -10.4% ー18.4首 -7.6目 山 2.4弘 O. 8目 8. 3% 5.2目

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 

刑法犯認知件数 21，493 19，726 17，550 15， 178 14，112 13，346 11，247 10，322 8，560 7，410 

増減率 3.3% -8. 2弘 -11.0% -13.5首 -7.0唱 -5.4略 時 15.7目 8. 2拡 -17.1% -13.4首

|増減率 1-7.7%1 

※ 平成14年~戦後最大値

令和 3年~戦後最少値

2 刑法犯認知件数の推移と目標値

刑法犯認知件数の推移及び呂標値
50日00

::[;:::竺~...二二二二二 :二:二二二二二 二二二二....

20.000ぃ……… …ぃー… 山一九 山山一:'_'".山…………… .""...>e.... ……~…………………一一…

15，000い…………一………ー…一一一一…………………一….;"'"""""""'ー……一…一山………………………………山…………

10.000い一一一…町一一…… ω……吋山…ー… ω ……………ー…………川………一………… ι 司_.…ι ……川… n一日山山川一刊叩…

--・ー-5，000 1.. 九九叩… 叩……~ρ……………一 …一一…ハー……… ω……一一……一………..~.!"!I'._-町一

¥l< .，，_Y)ふ 4子%'"%" ~ "，V 4y #' "'~ -# -# ~ 1s' "，f> ~'" ;1'ややややややや

く 現状値 〉令耳
R3 

目標檀 1 7，410 

再 7.7%した数値16， 839 
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医図
1 過去10年間の特殊詐欺被害認知件数と増減率

年 H24 H25 H26 H27 H28 H29 討30 R1 R2 R3 

特殊詐欺認知件数 73 107 iω 126 164 205 107 92 122 110 

増減率 -8.8目46.6目-3. 7% 22. 3市 30.2目 25. 0目-47. B% -14.0目32. 6目-9. B目

過去5年聞の増減率 t

1-2.8目
(封29̂'R3l I 

※ 平成28年から平成29年 電子マネーによる架空請求詐欺被害が増加。

※ 令和 2年以降の数値には、キャッシュカード詐欺獲が含まれている。

2 特殊詐欺認知件数の推移とヨ標値

過去10年推移、今後5年の目標鐘
2日ITO

200 

15治

100 

50 

年 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

目標値(件) 110 107 104 101 98 95 

時 2.8%した数値(件) 3 

12 



医回
1 重要犯罪認知件数等

.殺人、強盗、強制性交等、強制わいせつ、放火、絡取誘拐及び人身売買

H24 

重要犯罪認知件数 133 

検挙件数 89 

検挙率 66. 9弘

i検挙察(過去10#問) 182.3% 1 

2 重要犯罪手口毘IJ認知件数等

H24 
殺人認知件数 22 

検挙件数 21 

検挙率 95. 5略

i検挙奉(過去10年間) Iて100瓦1
H24 

強盗認知件数 26 

検挙件数 18 

検挙率 69. 2% 

i検挙率(過去10#閑) 182 7% 1 

H24 

強制性交等認知件数 18 

検挙件数 10 

検挙率 55. 6出

i検挙率(過去10牛島) 198 1% 1 

H24 

強鱗わいせつ認知件数 57 

検挙件数 33 

検挙率 57. 9目

|検挙率(過去何年間) 172.4目|

H24 

放火認知件数 B 

検挙件数 5 

i会挙率 62.5% 

|後挙率(迫去10年荷) 184.9出|

H24 

略取・誘拐等認知件数 2 

検挙件数 2 

検挙事 100.0出

|検挙準(過去10年荷) 188.9唱|

H25 

131 

80 

61. 1出

H25 
5 

5 
100.m見

H25 
29 

24 

82. 8出

H25 

17 

7 

41.2弘

H25 

66 

34 

51.5日

H25 

14 

10 

71. 4出

H25 。
。

H26 H27 H28 

115 91 98 

86 74 95 

74.8% 81.3目 96. 9出

H26 H27 H28 
9 6 

B B 6 
114.3% 88. 9略 100.0見

H26 H27 H28 
32 16 23 

23 13 20 

71. 9目81. 3出87. 0目

H26 H27 H28 

12 14 14 

14 15 16 

116.7目107.1目114.3目

H26 H27 H28 

54 43 48 

33 28 47 

61. 1目65. 1出97.9出

H26 H27 H28 

9 8 5 

7 9 4 

77.8目112.5出80. 0百

H26 H27 H28 

2 

2 

100.0日 100.0日 100.0首

13 

H29 H30 R:ro R2 R3 

85 98 77 71 97 I 
80 85 73 71 87 

94.1目86. 7目94. 8出100.0出89. 7% 

i検挙$(過蚕5一年商工!亘両1

H29 H30 R7G R2 R3 
9 6 8 12 6 
10 4 B 11 7 

111. 1目66. 7% 133.3目91. 7目116.7弘

|検挙率(過去 5年間) 1102叫

H29 H30 R元 R2 R3 
15 17 16 10 13 

12 11 15 14 13 

80.0唱64. 7唱93. 8目140.0% 100.0% 

|検挙率(浪去 5年間) 191.5% 1 

H29 日30 R元 罰2 R3 

13 17 14 15 23 

19 24 11 16 22 

146.2% 141. 2出78. 6目106.7% 95.7出

|検挙率(過去 5年調) 1112.2%1 

H29 H30 R元 R2 R3 

36 40 35 27 44 

29 29 33 24 36 

80. 6% 72.5出94. 3唱88. 9出81. 8目

|検挙準(過去 5年間) 183 0% 1 

H29 H30 R冗 R2 R3 

9 12 6 7 B 

8 11 6 6 7 

88.9目91.7臣 100.0唱 85. 7% 87.5目

掃事孟1亙去 5年扇子I90.瓦|

H29 H30 R元 R2 R3 1 

3 6 。。
2 6 G G 2 

66. 7% 100.0% 66.7目

掃事事1題去s年際ns己%1



匿回
犯罪情勢

※令和4年5月末の暫定値

1 刑法犯

~ 認知件数 検挙件数 検挙人員 検挙率
(件) 前年同期比 (件) 前年同期比 (人) 前年同期比 (%) 前年周期比

青IU:去犯 2，903 -48 1， 019 ー292 681 3 35. 1 -9.3 
| 重要犯罪 43 11 36 15 26 8 83. 7 18. 1 
| 重要窃盗犯 331 -25 128 同 161 26 ー3 38. 7 42.5 

重姿犯罪とは、殺人、強盗、強制性交等、強制わいせつ、放火、略取誘拐及び人身

売買をいいます。

重要窃盗犯とは、窃盗犯のうち、侵入盗、自動車盗、ひったくり及びすりをいいま

す。

2 特殊詐欺
1 ___  ~ 

置理器詐欺
特殊詐欺とは、オレオレ詐欺、預貯金詐欺、架空料金請求詐欺、融資保証金詐欺、

還付金詐欺、金融商品詐欺、ギャンブル詐欺、交際あっせん詐欺、その他の特殊詐欺、

キャッシュカード詐欺盗をいいます。

3 暴力回犯罪

----~ 
検挙件数 検挙人員

(件) 前年同期比 (人) 前年同期比
総数 45 一105 34 ー4
| 刑法犯 23 107 23 -2 
| 特別法犯 22 2 11 向 2

暴力団犯罪とは、暴力団勢力(暴力団構成員、暴力団準構成員等)による犯罪をい

います。

4 薬物事犯

¥~¥¥  ¥¥¥¥  

検挙件数 検挙人員
(件) 前年同期比 (人) 前年周期比

総数 55 一12 28 …2 
覚醒青IJ 32 11 16 7 
大麻 17 。 10 5 
その他 6 ムー 2 。

その他とは、「麻薬及び向精神薬取締法違反」、「あへん法違反j、「医薬品、医療機

器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律違反」をいいます。

5 来日外国人犯罪

~~ 検挙件数 検挙人員
(件) 前年同期比 (人) 前年同期比

総数 50 ー47 40 ー16
| 刑法犯 27 山 26 27 四 9

」上特別法犯 23 …21 13 …7 
来日外国人とは、園内に存在する外国人のうち、定着居住者(永住者、永住者の配

偶者等及び特別永住者)、在日米軍関係者及び在留資格不明者を除いた外国人をいい

ます。

14 



匿図
犯罪対策

1 総合的な犯罪対策の推進
(1) 犯罪情勢に応じた警察活動の強化

犯罪が多発する地域、時間帯に重点を驚いたパトローノレ及び検挙活動の強化
(2) 犯罪情報や地域安全情報等の発信

ア 地理惇報システム (GIS)を活用した防問罪情報マッフコを;震警ウェブサイトで公開
イ Yahoo!防災速報アプリを活用し犯罪情報をタイムリ)に配信
ウ 電子メーノレ、県警ウェフeサイト等の各種広報媒体を活用した情報発信

(3) 地域住民、防犯ボランティア団体等と連携した犯罪防止に向けた取組
ア 地域住民や防犯ボランティア図体等と連携した見守り活動の実施
イ 防犯ボランティア団体に対する活動用物品の支援等による活動の活性化
ウ 三重県警察認定「子ども安全・安心の庖J等の拡充による通学路等の安全確保
[ r子ども安全面安心の底j による見守り活動】

2 特殊詐欺対策
(1) 現状(令和4年 5月末現在)

ア 認知件数、被害額ともに増加(前年同期比十10件、+約6，370万円)
イ 被害者に占める高齢者の割合は80.8%
ウ 架空料金請求詐欺の被害が大幅に増加(前年同期比+14件、+約5，790万円)
エ 交付形態別では電子マネー型の被害件数が増加(前年同期比+10件)

【特殊詐欺の現状】 【交付形態別発生状況]

"¥¥ 
詑知件数

高録者の被害件数

¥ 
認知件数

架空料金 舎を抄"下 (1司会) 臨霊睦手交型 ka>H 現金迭問 柏崎千ヰレオレ詐耽預貯金詐撒請求詐敵還付金詐J!: 詐欺-査a 手交箆 笹子マネ.. 窃淑裂

司3.5 41 l 7 9 13 1Q 341 81的見 恥5 41 19 2 8 10 

R4.5 51 6 6 13 10 6 42! 80.8% R4.5 52 自 6 11 

前幹覗比 十10 +5 -1 +14 一3 ←4 +8 0.2P 積年持」批 +10 +2 +5 2 ム10

(2) 対策
ア 県民の警戒心・抵抗力を向上させる防犯指導・広報啓発の推進
(7) 巡回連絡を通じた高齢者世帯を中心とする個別約かっ直接的な注意喚起
(イ) 発生する手口に対する注意喚起と広報の実施
(ウ) 報道機関に対する予兆電話の発生状況の提供

イ 犯人からの電話を直接受けないための環境整備の促進
留守番電話の常時設定や防犯機能を備えた電話用機器の利用促進

ウ 金融機関、コンビ、ニエンスストアと連携した水際対策の強化
県内のコンビニヱンスストア各庖舗に対する電子マネ}被害防止封筒の配

布と、同封筒を活用した声掛けの依頼
[電子マネー被害i坊止対策封筒】
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匿四
三重県内における水難岡山岳遭難の発生状況等

1 水難

(1) 発生状況 [令和4年中は 5月末現在の数値]

区分 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

発生件数(件} 22 39 42 

|水難者数(人) 28 44 54 

死 者 9 15 18 

負傷者 5 8 6 

無事救出者 14 21 30 

不 明 。 。 。
(2) 水上警察隊の体制

隊長以下10名を配置、警察用船舶3隻を保有

(3) 水難等防止に向けた主な取組

0 警察用船舶を活用した警ら、釣り客等に

対する安全指導

0 関係機関と連携した船舶事業者に対する

安全指導、水上取締り

O 県警ホームページ、ツイッタ}等を活用

した水難防止対策等のd情報発信

2 山岳遭難

(1) 発生状況

29 27 12 

33 34 12 

18 17 6 

6 4 3 

9 13 3 。 。 。

[令和4年中は5月末現在の数値]

区分 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

発生件数(件) 57 51 

遭難者数(入) 76 61 

死 者 3 7 

負傷者 19 23 

無事救出者 54 31 

不 明 。 。
(2) 警察署山岳警備隊の体制

県内10警察署に合計128人を配置

(3) 山岳遭難妨止に向けた主な取組

74 

96 

5 

31 

59 

0 関係機関と連携した登山道の警ら、登山

口等における広報啓発

0 県警ホームページ、ツイッタ一等を活用

した山岳遭難防止対策等の情報発信

0 県警ホームページを活用した登山計画書

の受付
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79 80 32 

5 6 3 

36 30 6 

36 44 22 
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匿*31-101

交通安全対策

1 令手[]4年中の交通事故情勢 (5月末までの暫定値)

0 本年5月末現在の交通事故情勢は、死者数は15人と前年同期と比べ5人の減少と

なりましたが、人身事故件数、負傷者数は増加しています。

区分 令和4年5月末 令和 3年5月末 増減 増減主幹

人身事故件数 1，215件 1， 149件 +66 十5.7%
i死亡事故件数 15件 20件 -5 -25.0% 
死傷者数 1，544人 1，445人 +99 +6司 9%

15人 20人 -5 
-+25103% % 出国ーーーーー』ーーーーー

1，529入 1，425人 +104 

0 当県における本年5月末現在の死亡事故 (15件15人)の内訳を見ると、

①人対車両の事故が約30%
②高齢死者が約70%
③歩行中、自転車乗用中の死者が約50%、

という傾向が認められます。

φ 死亡事故

O事故類型別

ム盆皇亙
車両相互
車両単独

O昼夜別

昼間

夜間
O地形別

市街地

非市街地

死亡事故の特徴 l

15件

5件 (33.3出)(-4件)

4件(-1件)

6件(:1::0件)

7{<牛(:1::0 {牛)

8件(-5 {牛)

7件(:1::0 {牛)

8件(-5件)

。死者 15人
O高齢死者 10人(66.7見)(-3人)

自動車乗車中 3人 (士0人)

二輪車乗車中 1人 (-2人)

自転車乗用中 2人 ( +2人)

歩行中 4人 ( -3人)

O交通弱者 7人(46.7出)(-5人)

自転車乗用中 2人 (-1人)

歩行中 5人 (-4人)

うち夜間 2人 (-5人)

O自動車乗車中死者 7人 (十3人)

うちシートベルト非着用 3人

高齢運転者(原付以上第一当事者)の交通事故発生状況

区分 H29 H30 R 1 R2 R3 R4. 5末 前年同期比

人身事故件数 5， 178件 4，494件 3，473件 2，8251牛 2，593件 1， 170件 十86件

うち晶齢者件数 1，041件 9681'牛 783件 663件 581件 278件 +52件
i構成率 20. 1弘 21. 5目 22. 5見 23.5目 22.4目 23. 8覧 (十3.0P)

死亡事故件数 71件 741牛 651牛 67件 51件 131牛 -5件

うち晶齢者件数 10件 22i'牛 281牛 20件 191牛 71，牛 +11牛
i構成率 14. 1百 29. 7% 43.1% 29. 9見 37.3目 53. 8出(+20.5P) 
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2 交通安全対策

⑦高齢運転者の交通事故防止対策の推進
0 高齢運転者に対する教育等の現状

高齢運転者の特徴を踏まえて、
自動車教習所等と連携した交通安全
教育、交通事故を起こした運転者に
対する個別指導などの取組を行って
います。

また、高齢運転者対策を柱とした、
改正道路交通法の制度の内容が
確実に伝わるよう、効果的な広報に
取り組んでいます。

0 運転免許証を自主返納等しやすい
環境の整備に向けた取組
自主闘しそ市場競を劉庸するために、
①訪問による申請の受理
信運転免許センターにおける平日の
受付時間延長・日曜窓口における
申青わ受理

C[>{~理人による申請の受理
じ主主主番・駐在所における申請の受理

〈運転技能検査の概要〉

など、申請者の立場にたった窓口業務の改善に努めています。

哨阪付小特免瞥iま
希箪により継続

また、安全運転サポート車の普及啓発を進めるほか、各市町と連携し、
納された方への支援施策についての取組を進めていきます。

自主返

〈運転免許証の自主返納状況〉

H29 H30 R1 R2 R3 R4， 5末

自主返納者数(人) 6，489 6，147 8，419 7，622 7， 140 3，170 
75歳以上 (人j 4，573 4，822 5，992 5，129 4，842 2，241 
構成率(拍) 70，5 78. 4 71.2 67，3 67，8 70， 7 

②交通安全施設等の整備 E 更新
O 著しく摩耗が進んだ横断歩道の塗り替えを重点的に進めるとともに、老朽化し

た信号制御機をはじめとする交通安全施設等の整備・更新を推進します。

且4
13，8盟盤
旦， 670盟
22，403個

O 教育委員会、道路管理者と共に実施した通学路における合同点検に基づき
信号機新設 1か所(押しボタン)
信号灯器LED化 2か所 (18灯)
歩行者用灯器増灯 10か所 (34灯)
横断歩道塗り替え 39か所 (74本)
その他標示塗り替え 62か所 (62個)
交通規制見直し 10か所

等の交通安全対策を推進します。
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警察災害派遣隊活動状況
医亙日

1 警察災害派遣隊

即応部隊 広域緊急援助隊(警備部隊、交通部隊、刑事部隊)、広域警察航空隊、
機動警察通信隊、緊急災害警備隊

一般部隊
特別警備部隊、特別生活安全部隊、特別自動車警ら部隊、
特別機動捜査部隊、身元確認、支援部隊、特別交通部隊、情報通信支援部隊

2 本県の部隊派遣状況(令和元年以降)

時期 派遣先 派遣部隊

令和元年10月
宮城県 広域緊急援助隊警備部隊6人

(台風第19号)
回幽幽凶圃由ーーー ーーーーーーー『戸声明間画幽】』ーーーー同開骨骨軒幽幽幽幽幽回世ー

長野県 広域警察航空隊 1機4人

令和 2年 7月
熊本県 広域緊急援助隊警備部隊13人

(令和 2年 7月豪雨) 広域警察航空隊1機4人

令和 3年 7月
静岡県 広域緊急援助隊警備部隊25人

(熱海市伊豆山土砂災害)

(令和元年宮城県) (令平日 2年熊本県) (令和 3年静岡県)

3 対処能力向上に向けた取紹

0 中部管区警察局内 6県警察と合同で実施する広域緊急援助隊合同訓練、解体予定

施設における救出救助訓練、警察用航空機による救助訓練など、各部隊の対処能力
向上に努めている。

[広域緊急援助隊合同訓練l
(令和 3年度) J 

[解体予定施設における l
救出救助訓練 | 
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藍亙日
定年引上げに向けた取組

1 制度概要

(1 ) 定年の段階的引上げ(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例案)

現行60歳の定年について、令和 5年度から 2年に 1歳ずつ段階的に引き上げ、令

和13年度に65歳とします。

令和5年3月31日まで

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

令和 7年4月1Sから令和9年3月31日まで

令和 9年4月1日から令和11年3月31日まで

令和11年4月1日から令和13年3月31臼まで

令和13年4月1日から

一
叩
一
晴
一
峨
一
嶋
一
峨
一
晴

(2) 管理監督職勤務上限年齢制(職員の定年等に関する条例の一部を改正寸る条例案)

管理監督職の職員(管理職手当を支給する職及びこれに準ずる職(警視及び警部

の階級にある警察官等) )について、 60歳に達した自の翌日から同日以後の最初の

4月 1日までの間に、管理監督職以外の職に異動させることとします。

(3) 60歳超の職員の給与(職員の給与に関する条例の 部を改正する条例案)

60歳に達した日以後、最初の 4月 1日以降の職員の給料月額は、当分の問、 7割

を支給します。

(4) 60歳超の職員の退職手当(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案)

60歳に達した日以後、定年前に退職する職員の退職手当については、当分の問、

定年退職と同様に算定します。

(5) 定年前再任用短時間勤務制(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例案)

60歳に達した日以後、定年前に退職した職員について、本人の希望により短時間

勤務の職で再任用します。

(6) 高齢者部分休業制度(職員の高齢者部分休業に関する条例案)

高齢期職員 (60歳以上)について、本人の申請に基づいて、公務の運営に支障が

ない湯合に休業(1遊間当たりの通常の勤務時間の 2分の 1を超えない範囲内で任

用権者が定める期間)を認めます。

2 今後の予定

令和5年4月1日の制度施行に向けて、高齢期職員への職務付与等の検討を進めます。
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